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第３章医療分野におけるジョイントベンチャーと反トラスト法

（承前）

第３節医療統合ネットワークにおける診療統合

１診療統合における共同事業

診療統合（clinicalintegration）は、1996年に反トラスト当局が公表した医療

ガイドラインにおいてはじめて登場した概念である。これは、医療統合ネット

ワークにおいて診療面での効率性を向上させる共同事業が実施されている状態

を指している(記)。

1993年と1994年に公表された医療ガイドラインでは、医療統合ネットワーク

が経済的リスクを共有する場合一IPAやPHOなどのネットワーク組織が医

療保険プランとの間で人頭払い方式に基づくサービス供給契約を締結し、診療

費用の超過負担が生じたときにネットワーク内で経済的負担を分散させている

場合など－に、当該ネットワークに対して合理の原則を適用するという方針

が示されていた(57)。当初より、医療統合ネットワークにおける経済的リスクの

共有は一定の効率'性の達成をもたらすため、当然違法原則の適用は適切ではな

いと理解きれたためである。

しかし、この医療ガイドラインは、医療サービス市場の変化に対応して医療

機関が採用する様々な手段に対して十分対応していないとの批判を受けた(錦)。

このため、反トラスト当局は、1996年に医療ガイドラインを修正し、経済的リ

スクが共有されていなくても、ネットワーク組織において診療面での効率性を

高める共同事業が存在する場合には、価格等を定めた協定について合理の原則

を適用した分析を行うことを表明した(59)。これにより、ＩＰＡなどのネットワー

ク組織が、医療保険プランに対して（ネットワークに加入する医師が共同で定

めた）診療料金額を提示し、統一的に価格交渉を行っても－これは価格協定

とみなされる－，当然違法原則の適用を回避できる新たな道が開かれたと理
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解されたのである(60)。

医療統合ネットワークにおける共同事業には(61)、診療ガイドライン（praCtiCe

guidelinc）や治療プロトコル（clinicalprotocols)、ケースマネジメントを活用

したＥＢＭ(エビデンスに基づく医療）の推進、疾病管理(diseasemanagcment）

やパフォーマンス度別支払プログラム（pay-fOr-pcrfOnnancc）の実施(62)、情報

技術を利用した診療記録や診療支援システムの活用などがある。こうした事業

の遂行には診療記録の蓄積や多額の費用が必要となるため、開業医が単独で実

施することは困難であり、ＩＰＡなどの医師ネットワークに参加することではじ

めて可能となる。

診療の質の向上やサービス供給の効率化を目的とした活動は多岐にわたるた

め、どのような活動が実施されていれば、ネットワーク組織に診療統合が成立

していると判断されるのかが問題となる。医療ガイドラインの第８部（｢医師

ネットワーク組織によるジョイントベンチャー｣）によれば、「ネットワーク組

織に参加する医師の診療パターンを評価し、その改善を図るとともに、コスト

管理と質の確保に関して医師の間に高度の相互依存関係と協力関係を生み出す

積極的かつ継続的な活動がネットワーク組織において実施されている」ことが

診療統合の成立を判断する手がかりとなるとしている(631。

このような活動として医療ガイドラインは次の３つを挙げている(鼬)。

第１は、コスト管理と診療の質の確保を目的とした内部評価制度の確立であ

る。医療ガイドラインが示す架空の事例（中規模都市におけるIPAの診療統

合）では、ネットワーク組織とネットワークに加入する医師の活動成績に関し

て定期的な評価が実施されている(65)。このネットワークの例では、ネットワー

クが作成した診療基準に基づいて各医師の診療内容について審査がなされると

ともに、ケースマネジメントや一定の医療行為についての事前承認制度（pIC-

authorization)、入院医療に関する審査体制などが導入されている。

第２は、ネットワーク組織の目標達成に貢献する医師を選別し、ネットワー

クに加入させる仕組みである。
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第３に、ネットワーク組織の目標達成に必要な基本的設備や人材確保のため

に一定の投資が行われていることである。上記のネットワークの例では、情報

システムの構築のために設備投資がなされているほか、各種の共同事業の実施

に必要な専門の担当者が配置きれている。また、ネットワークに加入する医師

自身が、一定の時間を費やして診療ガイドラインの作成に参加している。医療

ガイドラインは､これらの活動は例示であり､診療統合の具体的な判断にあたっ

ては、ネットワークによる価格協定を正当化するだけの効率性の達成が実際に

生じているかを検討するとしている(66)。

２診療統合の実例

1996年の医療ガイドラインにおいて診療統合の考え方が示された後も、診療

統合を実施するネットワーク組織がただちに増加することはなかった(67)。しか

し、2000年頃よりアメリカでは給付管理の厳格なＨＭＯ型の医療保険プランの

加入者が次第に減少し、比較的自由に医療機関を選択できるｐｐＯ型の医療保

険プランの加入者が増加するという動きがみられるようになった。こうした傾

向に対応して、医療統合ネットワークの中には、ｐｐＯ型の医療保険プラン(鴎）

に対して出来高払い方式による医療サービスの供給を開始するとともに、診療

統合によってＰＰＯとの価格交渉を正当化しようするものがあらわれるように

なった｡ここでは、最近の連邦取引委員会の助言的意見（advisoryopmion）（69）

と同意命令から診療統合の具体的な事例を検討することにしたい。

（１）MedSouthに対する助言的意見

MedSouthは、連邦取引委員会がはじめて医師ネットワークによる診療統合

を認めた事例である。医師ネットワーク（IPA）であるMedSouthは、新たに

運営を計画しているジョイントベンチャーがＦＴＣ法５条に違反する可能性に

ついて連邦取引委員会に助言的意見を求めた。連邦取引委員会は、MedSouth

の共同事業計画が診療の質を高め、コストを縮小することで効率`性を達成する
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可能性を有しているとして､MedSouthが現在の予定どおり事業を実施する場

合には反トラスト法上の問題は生じないとの見解を示した(70)。

MedSouthによる共同事業計画

MedSouthは、コロラド州デンバーにおいて432名の会員医師（プライマリケ

ア医101名、専門医331名）から構成される営利の医師ネットワークである。従

来、MedSouthは医療保険プランとの間で人頭払い方式によるサービス供給契

約を締結していたが、2002年に、会員医師の診療活動を統合した新たな共同事

業を通じて出来高払い方式による診療サービスを提供することを計画した。

MedSouthの共同事業計画は、治療プロトコル（実施計画書）及び診療ガイ

ドライン、診療情報システムの導入を中心としたものであった。治療プロトコ

ルは診療上の指針を示したものであり、全部で100から150のプロトコルが作成

され、主要な診断の80％から90％をカバーすることになっていた。会員である

医師自身がプロトコルの作成と定期的な見直し作業に参加することになってお

り、これらを活用して医師やネットワーク全体の活動状況について定期的な評

価を実施することになっていた。また、会員医師が診療`情報システムを活用し

て患者に対する診療内容の向上を図ることが期待されていた。MedSouthによ

れば、これらの共同事業を通じて、診療内容の標準化や医療事故の減少、サー

ビス提供の効率化などの成果を期待することができるとしていた。

MedSouthは会員から得た情報をもとに統一的な診療料金案を作成し、医療

保険プランとの間で契約交渉を行うが、具体的な報酬の請求や支払い゛は医療保

険プランと会員医師との間で行われることになっていた。新しい事業計画で

は、MedSouthは非排他的なネットワーク組織となる予定であり、会員医師の

他のネットワーク組織への加入や医療保険プランとの個別契約は制限されない

ことになっていた。
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連邦取引委員会による分析

助言的意見は、MedSouthの共同事業を通じて診療面での効率性が生み出さ

れる可能性を認めた。会員である医師が治療プロトコルなどを共同で作成し、

実施することを通じて医師の間に相互依存的な協力関係が生み出される可能性

があるとした。また、治療プロトコルなどを利用した評価システムを実施する

ことで、質の高い、費用対効果のすぐれた医療が提供されるとしている。医師

が単独でこれと同等の効率性を達成することは困難であり、このようなネット

ワーク組織の形成により他の医師や医師グループとの競争が促進されるとし

た。したがって、MedSouthに対する当然違法原則の適用は適切ではなく、合

理の原則による分析が必要であるとした。

次に、MedSouthによる契約交渉と効率性達成との関係について検討がなさ

れた。共同事業によって効率'性の達成が生み出されるためには、会員医師が他

の会員も共同事業への参加を継続すると信頼できる状態を生み出すことが必要

であり、MedSouthによる統一的な契約交渉によりこれが実現されるとしてい

る。さらに、医療保険プランとの契約が個別的な交渉にゆだねられた場合には

共同事業への会員の十分な参加を期待できないことや、統一的な診療料金の設

定によって共同事業の成果が参加者に公正に分配されることが指摘された。こ

れらのことから、MedSouthによる契約交渉は、共同事業による効率性と合理

的に関連しており、競争促進的な利益の達成にとって合理的に必要なものであ

るとした。

ただじ、現時点では、医師が実際にどの程度まで共同事業に参加するのかは

明確ではなく、共同事業への参加が不十分な会員にまで価格交渉の成果がもた

らされる場合には、統一的な契約交渉はジョイントベンチャーに付随したもの

とはいえず、反トラスト法上の問題が生じるとした。また、共同事業の反競争

的効果に関して、いくつかの不確定要因が指摘された。第１は、MedSouthの

会員数であり､助言的意見が求められた時点での会員数の規模では､ネットワー

ク外での協調活動を通じて市場支配力の行使が可能になるとした。ただし、
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MedSouthが主張するように、新しい共同事業が開始された後に会員数が減少

すれば、この危険性は低下するとしている。第２に、非排他的なネットワーク

という方針を明示しているにもかかわらず、会員医師には、共同事業に参加し

たコストを回収するために医療保険プランとの個別交渉に応じないインセンテ

イブの存在することが指摘された。このほか、診療ガイドラインのみでは医師

の診療パターンを改善することが難しいなど共同事業の実効性に関する問題に

ついても指摘がなされた。

以上の問題点を指摘しながらも、助言的意見は、MedSouthが共同事業計画

を予定通り実施する場合には、反トラスト法上の問題は生じないとの結論を示

した。

（２）Brown＆Tolandに対する同意命令

BrownandTblandMedicalGroup（以下、「Brown＆Tbland」という｡）はくカ

リフォルニア州サンフランシスコを拠点とする営利の医師ネットワーク組織

（、A)であり、約1500人の医師が会員となっていた｡Bmwn＆TblandはＨＭＯ

タイプの医療保険プランとの間で人頭払い方式に基づくサービス供給契約を締

結し、診療サービスを提供していた。しかし、ＨＭＯタイプの医療保険プラン

から得られる収益が減少したため、2001年にBrown＆IblandはＰＰＯタイプの

医療保険プラン（以下、「PPO」という｡）を対象としたネットワーク組織を設

立した。新たなネットワーク組織には、ＨＭＯとの契約に参加した会員医師の

約３分の１が加入し、出来高払い方式に基づいて診療サービスの提供を開始し

た。

連邦取引委員会の同意命令

2003年７月８日、連邦取引委員会は、Brown＆ＴｂlandがPPOとの契約交渉

をすすめる際に価格協定その他の取引制限によって不公正な方法で競争を妨げ

ており、ＦＴＣ法５条に違反しているとして審判開始決定書を送達し、Brown＆
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Tblandに対する審判手続が開始された(71)。連邦取引委員会によれば、Brown＆

TblandがPPOとの契約交渉の際に提示した診療料金の額は、会員医師が個人

で交渉可能な額を上回るものであった。ＰＰＯとの価格交渉を有利にすすめる

ため、Ｂｍｗｎ＆Tblandは、会員医師がPPOと独自に契約を結ぶことや、Brown

＆Tblandが定めた額よりも低い診療料金で会員がPPOにサービスを提供する

ことを禁止した。また、競合関係にある他のIEAに対して価格競争の中止を

求め、合同でＰＰＯとの価格交渉を行うことを提案した。

Ｂｍｗｎ＆Ｔｂlandによる従来のネットワーク組織（ＨＭＯタイプの医療保険プ

ランを対象としたもの)は､会員医師に対してサービスの質の確保や利用審査、

効率的な運営のためのガイドラインに従うことを要求していた。しかし、本件

で問題とされた新しいネットワーク組織では、医師の診療パターンや医療の質

についての定期的な審査や、診療サービスに関する利用審査は実施されておら

ず、会員医師はＰＰＯが作成した利用管理ガイドラインに従うことのみが求め

られていた。以上のことから、Brown＆Tblandには継続的に診療面での効率

性をうみだす共同事業は存在せず、診療統合を理由にＰＰＯとの価格交渉を正

当化することはできないと判断された。

2004年３月10日、連邦取引委員会は、Brown＆Tblandの一連の行為により

会員医師間での価格その他の条件に関する競争が制限され、医師による診療料

金の引き上げが生じたとして、Brown＆Tblandに対してＰＰＯとの契約交渉な

どを禁止した同意命令を下した。(72）

同意命令に基づく診療統合

Brown＆Tblandは同意命令に合意し、定められた条件に基づいて診療面で

の効率性の達成を図るために、次のような事業の導入計画を示した。①約１００

の疾病に関する診療ガイドラインと比較評価基準（benchmadK）の作成（医師

も作成委員会に参加し、ガイドライン等の見直しを行う｡)、②診療ガイドライ

ンに基づく利用審査の実施（診療ガイドラインや治療プロトコルを利用して審
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査を実施。逸脱した診療事例の原因となった医師には改善プログラムを実施す

る。最終的に基準を満たさない場合にはネットワークの会員から除外する｡)、

③ケースマネジメント、疾病管理の実施（糖尿病、ＨⅣなど一定の疾病を対

象としたもの｡)、④会員医師に対する信用証明審査（crcdentialing）の実施、

⑤診療情報伝達システムの導入（５年間で約1000万ドルを投資｡)、⑥診療の質

に基づいて医師の報酬額に特別配当金を上乗せする制度の導入。さらに､Brown

＆Tblandを非排他的なネットワークとする方針が示された。

以上の事業計画の提出を受けて、2005年４月５日、連邦取引委員会はBrown

＆、andにおける反トラスト法上の問題は解消されたと判断し、Brown＆Tb-

landはＰＰＯに対する診療サービスの提供を再開した。

（３）SuburbanHealthOrganizationに対する助言的意見

SuburbanHealthcareOrganization（以下、「SHO」という｡）は、医療保険プラ

ンなどに対するサービス供給を目的としてインディアナ州において設立された

非営利の医療統合ネットワーク組織（PHO）である。ＳＨＯは、７つのネット

ワーク組織(それぞれ病院を運営｡）と、ひとつの複合医療施設(病院を含む｡）

から構成されており、ＳＨＯに加入する８つの病院は合計192人のプライマリケ

ア医（1次医療を担当する家庭医、内科医、小児科医など｡）を雇用していた。

ＳＨＯは、新たな共同事業計画に基づき、ＳＨＯに加入する各病院のプライマ

リケア医の診療を出来高払い方式で提供することとした。ＳＨＯは、プライマ

リケア医の診療料金に関してＳＨＯが統一的に医療保険プランと価格交渉を行

うことについて、連邦取引委員会の助言的意見を求めた。2006年３月28日、連

邦取引委員会は、ＳＨＯによる価格交渉と加入病院に対する個別交渉の禁止が

競争を不必要に制限するものであり、ＳＨＯの事業計画は違法な競争制限にあ

たる可能性が高いとする見解を示した(73)。
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SHOによる共同事業計画

ＳＨＯが計画する共同事業は、ＳＨＯに加入する８つの病院とこれらの病院で

雇用きれるプライマリケア医が参加するものであり、次の４つの要素から構成

されていた。①医療マネジメント（喘息、心臓血管疾患、糖尿病などの患者に

対するモニタリングの実施。これらの疾患に関する診療ガイドラインを作成

し、プライマリケア医に配布｡)、②診療品質管理プログラム（医師による診療

ガイドラインの遵守状況の点検、診療プロセスの評価など｡)、③診療支援事業

（医師に対して診療内容の向上に必要なガイドラインや治療成果を提供｡)、④

医師に対するインセンテイブの付与（個人と組織に対する評価に基づいてプー

ル資金から医師の報酬に５％のボーナスを上乗せして支給)。このほかに、患

者に対する保健指導や疾病予防プログラム、インターネットを利用した診療情

報管理などが計画されていた。

連邦取引委員会による分析

連邦取引委員会の助言的意見は、ＳＨＯの事業計画が競争制限的な内容を含

むことから、ジョイントベンチャーの判断枠組みに基づいて検討を行うとし

た。まず、ＳＨＯの共同事業に関して次のような疑問が示された。プライマリ

ケア医を各種の共同事業に参加させて監督する権限は、医師を雇用する各病院

が有しており、ＳＨＯはこのような権限をもたない。それにもかかわらず、ＳＨＯ

は、各病院が単独で同様の事業を実施することができない理由を十分に説明し

ていないとした。また、（診療統合の判断要素のひとつである）共同事業を通

じた医師の相互依存的な協力関係に関して、ＳＨＯは、共通の診療目標の設定

や診療ガイドラインの作成、品質管理委員会への参加、ピアレビューヘの参加

を通じて医師たちが協力関係にあると説明するが、これらの活動のみでは、異

なった病院間での医師の相互協力関係は判断できないとした。さらに、ＳＨＯ

の共同事業は限られた疾病を対象にプライマリケア医のみが参加するものであ

ることから、共同事業のもたらす効率性は限定的であるとした。
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次に、ＳＨＯによる統一的な価格交渉が、共同事業による効率`性の達成にとっ

て合理的に必要なものであるかについて検討がなされた。助言的意見は、ＳＨＯ

の一部の医師が利用するメッセンジャーモデル(刺)の仕組みを採用すれば、統一

的な価格交渉を行う必要はないとした。また、共同事業は一定の疾病のみを対

象としているにもかかわらず、プライマリケア医が担当する全ての診療につい

てＳＨＯが統一的な診療料金表を定めた理由は明確にされていないと指摘した。

ＳＨＯは、次の４つの理由から新しい共同事業にとって統一的な診療料金の

設定が必要であると主張したが､助言的意見は､いずれも説得的ではないとした。

第１は、BroadcastMusic事件判決(75)の枠組みを利用したものであり、ＳＨＯ

は共同事業によって「新製品」を提供するため、プライマリケア医の診療に関

して統一した診療料金を設定する必要があるというものである。しかし、ＳＨＯ

の新しい共同事業の下でも、プライマリケア医の診療サービスの'性質は基本的

に変化しておらず、ＳＨＯによる統一的な料金設定は病院間の価格競争を制限

するとした。

第２に、ＳＨＯは、各病院のプライマリケア医に共同事業への参加を動機付

けるために、統一した料金を設定する必要があるとする。しかし、共同事業へ

の参加を決めるのは各病院であり、各病院のプライマリケア医は、病院の指示

の下で診療を行っている。このため、統一的な料金設定が各医師にどのような

インセンテイブを与えるのかは明らかでない。

第３に、共同事業の成果を各病院が公平に確保するために、統一した診療料

余を設定する必要があるという主張に対しては、共同事業に参加する者の問で

のコストと便益の不均衡は、あらゆるジョイントベンチャーに生じる問題であ

るが、価格協定では解決できない問題であるとし、病院間での費用負担の調整

などで対応すべきであるとした。

第４に、統一的に診療料金を設定し､品質管理プログラムなどにプライマリ

ケア医を参加させることができなければ、ＳＨＯに医療事故などによる損害賠

償のリスクが増大するとの主張がなされた。しかし、医師をプログラムに参加
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させるのは各病院であり、ＳＨＯによる統一的な価格設定ではこの問題は解決

されないとした。

３診療統合の成立条件

ＩＰＡなどのネットワーク組織が経済的リスクの共有を図る場合、医療保険プ

ランから支払われた報酬をネットワークの内部で配分する仕組みが確立されて

いれば、ネットワークにおいて一定の効率性が達成されるとみなされる(76)。こ

れに対して、ネットワーク組織が診療統合を予定する場合には、いかなる要素

がネットワークの共同事業に存在すれば診療統合が成立するとみなされるかが

問題となってきた。

反トラスト当局は、医療サービス市場での様々な競争制限を取り除くために

活動しており、特定の医療システムを推奨することは市場をゆがめるおそれが

あるとして､診療統合の具体的な条件をほとんど示してこなかった(77)｡しかし、

本節２でみた事例などにより診療統合の条件はある程度明らかになってきたと

いえる。ここまでの検討をもとに、診療統合の成立のための条件を確認すると

次のようになる。

（１）ネットワーク組織による共同事業

1996年の医療ガイドラインは、共同事業の内容として、コスト管理とサービ

スの質の向上を目的とした内部評価制度の確立をあげていた。本節２で検討し

た各事例においても、ネットワーク組織の共同事業として、診療ガイドライン

や治療プロトコルの作成、これらを活用した医師の診療内容に対する定期的な

審査、疾病管理プログラム、診療』情報システム、医師に対する経済的インセン

テイブの付与、ネットワーク組織と医師個人の活動に対する評価制度などが実

施されていた。パフォーマンス度別支払プログラムのような新たな仕組みも、

今後、こうした共同事業の内容に取り入れられていくものと考えられる。この

ほかに、診療統合の具体的な判断にあたっては、次のような点が問題とされて
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いた。

第１は、ネットワーク組織による共同事業への医師の関与である。MedSouth

や（同意命令を受けた後の）Brown＆Tblandでは、ネットワーク組織に加入

する医師が、他の加入者と共同で治療プロトコルや診療ガイドラインの作成に

参加することになっていた。他方、ＳＨＯでは、異なった病院間での医師の共

同活動はほとんど存在しなかった。反トラスト当局による医療ガイドライン

は、共同事業において医師による高度の相互依存的な協力関係の存在すること

を診療統合の判断材料としてあげており(泥)、このことはネットワーク組織の共

同事業に対する具体的な判断にあたっても重視されていると確認できる。

第２に､共同事業がもたらす効率性である｡共同事業がもたらす効率性には、

ネットワークによる価格協定などがもたらす反競争的効果を打ち消すだけの競

争促進効果が求められる。医療ガイドラインでは、医療ネットワークの共同事

業がもたらす効率性として、診療の質の向上や経済的リスクの共有のほか、運

営管理費用の効率化やケースマネジメントの改善、規模の経済の実現、取引費

用の縮小などが挙げられている(79)。このように、反トラスト当局は、達成され

るべき効率性の内容を幅広く捉えているといえる。ただし、ＳＨＯの事例にみ

られたように、共同事業の対象や範囲が限られたものである場合には、これに

より達成される効率性も限定されたものと評価されることになる。

（２）ネットワーク組織による統一的な価格交渉の合理的必要性

診療統合を実施するネットワーク組織が当然違法の判断を回避するために

は、ネットワークによる取引制限的な行為（統一的な診療料金の設定とこれに

基づく医療保険プランとの契約交渉）が共同事業による効率性の達成にとって

合理的に必要であることが求められる(80)。経済的リスクを共有するネットワー

ク組織の場合、統一的な契約交渉が効率性の達成にとって不可欠であるため、

この点が問題にされることはなかった。しかし、診療統合の場合、ネットワー

ク組織による統一的な契約交渉と共同事業による効率性との関連`性は必ずしも
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明確ではない。この点については次のような見解が示されている。

第１は、MedSouthの助言的意見において示された見解であり、ネットワー

クの会員である医師が継続的に共同事業に参加する状態を維持するために、統

一的な契約交渉の仕組みが必要であるというものである。ネットワーク組織に

よる統一的な交渉に基づき、医療保険プランとネットワーク組織との間で契約

が締結されると、ネットワーク会員であるすべての医師が自動的に当該契約に

参加することになる。このような仕組みをとることにより、（プライマリケア

医から専門医への紹介など）会員医師の相互の協力関係に基づいた共同事業を

継続することが可能となる(81)。MedSouthには400人以上の医師が加入していた

ため、このような契約の仕組みがなければ、会員医師が他の医師の共同事業へ

の参加状況を把握することは困難であったとされている(皿)。

第２は、統一的な診療料金を定めることにより、ネットワーク会員である医

師の間で共同事業による利益を公平に分配することが可能になるというもので

ある(田)。各種の共同事業に医師が時間や労力を投入したことに対する見返りを

保障することで医師の参加を促すことになるとしている。

第３は、共同事業による成果に対するフリーライダーの発生を防ぐために、

統一的な価格交渉が正当化されるというものである。ネットワークの成果や評

判を利用して他の会員よりも高い診療料金を設定したり、シェアを拡大するた

めに低い料金で個別に契約を結ぶ医師があらわれた場合、他の会員医師たちは

共同事業の参加に消極的となり、事業を継続することに困難が生じるとしてい

る(別)。

第４に、ネットワーク組織の共同事業による成果を組み込んだ医療サービス

を提供できる場合には、ジョイントベンチャーによる「新製品」として統一的

な診療料金を設定することが正当化されるとの見解がある(85)。ＳＨＯに対する

助言的意見では、共同事業により提供されるプライマリケア医の診療サービス

は基本的な`性質が変化しておらず、「新製品」と判断することはできないとさ

れた。
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HealthCmeArea（1993),1℃printedin4TiadeReg・Rep.(CCH）113,151；FederalTradeComm，、

＆ＵＳ・Dep，tofJusticeStatementsofEnfOrceｍｅｎｔPolicyandAnalyticalPrinciplesRelatingto

HcalthCarandAntitrust（1994),rcprintcdin4TTadcRcg・RCP(CCH）113,152．

(58）MalkJ・Horoschak,AntitmstGuidancefOrHealthCaI己PmvidersEntcrsaNewPhase,ANTITRUST

MAGAZINE28,2９（Hllll996)．

(59）HEALIHCAREGUIDELINES,ｓｕｐｒａｎｏｔｅ５,Statement8（B)．当時、連邦議会や州議会におい

て（医療統合ネットワークを含めた）医療機関の共同活動に対して包括的に合理の原則の適用

を求める法案が提出されたため、反トラスト当局は医療ガイドラインにおいても柔軟な対応が

可能であることを示す必要があった。JulieYPark,PHOsandthel996FederaIAntitrustEnfbrce‐

mentGuidelines：EnsulingtheFormationofPmcompetitiveMultiproviderNetwolks，ｇ１ＮＷｋＵ・Ｌ

Ｒｅｖ・’684,1709-11（1997)．

(60）ネットワーク組織が当然違法原則の適用を回避するその他の方法として、メッセンジャーモデ

ルの仕組みがある。これは、ネットワークに所属する医師と医療保険プランとの間での個別契

約のための情報を中立的な代理人が伝達するというものである。代理人は医療保険プランとの

間で契約交渉は行わない。HEALIHCAREGUIDELnJES,supranotc5,Statement9（C)．

(61）Leibenluft＆WeiLsupmnotc2,at§1：9-1：13．

(62）疾病管理プログラムとは、糖尿病や喘息、心臓病などの慢性疾患の患者に対して、保健指導や

セルフケアのガイドラインなど提供し、疾病の進展を予防することで費用の抑制を図るもので

ある。パフォーマンス度別支払プログラムとは、肺炎や心臓麻溥など特定の疾患に関して一定

の治療目標を達成した医師に対して報酬を上乗せするなど経済的なインセンテイブを付与する

ものである。Ｉｄａｔ§１：８．

(63）HEAIjlHCAREGUIDELINES,supranotc5,Statement8（B)(1)．医療ガイドラインでは、ＰＨＯ

などの医療統合ネットワークにおいても診療統合の成立が認められる可能性があるとしてい

る。IdStatcment9（A),(D)(1)．

(64）IdStatcment8（B)(1)．

(65）IdStatement8（C)(1)．

(66）IdStatement8（B)(1)．

(67）診療統合によるネットワーク組織が増加しない理由として、多くのネットワーク組織がメッセ

ンジャーモデルの仕組みを利用していること、診療統合の具体的な要件が明確になっていない

こと、（診療統合の効果が明確でないにもかかわらず）共同事業の実施には多額の費用が必要

であること、医師の中には診療統合のための多額の投資や時間的コストを費やすことを望んで

いない者が少なくないことなどがあげられている。LawrencePLCasalino,TheFederalTmdeCom‐

4５



mission,ClinicalIntegrationandtheOIganizationofPhysicianPractice,３１１ＨＥＡＩｊｌＨＰＯＬ・ＰＯＬ，Ｙ

＆Ｌ569,573-75（2006)．

(68）ＰＰＯには自ら医師を雇用して診療サービスを提供するものもあるが（本章注（７）参照)、マ

ネジドケア型の医療保険として、医師ネットワーク組織と契約を結んでサービスを提供するも

のが圧倒的に多いとされている。磯部広貴『アメリカの民間医療保険』（保険毎日新聞社、２００６

年）２７頁参照。

(69）助言的意見とは、連邦取引委員会又はその委員が事業者の予定する活動について示す法的見解

である。SeeJehhcyBreman,ProspectiveGuidanceFrCAdvisoryOpinions,availableathttp:〃www

ftc､gov/Ogc/healthcarehealingS/docs/O30626brennanPdf

(70）LetterftomJeffreyWBreman,AssistantDirector,HealthCareServicesandProducts,FTCtoJohnl

Mnes（Feb､19,2002)(FrCStaffAdvisoryOpiniontoMedSouth,Inc),availableathttp:"wwwftc、

gov化c/adops/medsouth､htm[heremafterMedSouthAdvisolyOpinion]．

(71）Complaint,CaUfbmiaPacincMedicalGroup,Inc.,dbaBrownandTblandMcdicalGroup,DocketNo、

９３０６（July8,2003)，availableathttp:〃www・ftc・gov/OS/2003/０７/caadmmcmppdf

(72)CalifOmiaPacificMedicalGroup,Inc.,dbaBIownandTblandMedicalGroup,、９３０６（consentorder

issuedMaylO,2004)(FrCCommissionActions：May11,2004)．

(73）LetterfiomDavidRPendeEActingAssistantDi通ctoEBulcauofCompetition,toCliftonE・Johnson

andWilhamHThompson,HallRender,Killian,Heath＆Iyman（Marcｈ28,2006)(staffadvisoly

opinionlettcrle：SuburbanHealthOrganization,Inc.),availablcathttp:〃www､ftc・gov/Cs/2006/03／

SuburbanHealthOIganizationAdvisoryOpinionO3282006pdf[hereinafterSHOAdvisolyOpinion]．

(74）注(60)を参照のこと。

(75）BroadcastMusiM41U.S・at1．

(76）HEALTHCAREGUmELnJES,supranotc5,Statement8（A)(4),Statement9(A)．

(77）2004年に公表した合同報告書において、司法省と連邦取引委員会は、診療統合によって価格協

定などを正当化しようとするネットワーク組織を判断する際には次の点に着目するとしてい

る。ＦＥＤＥＲＡＬＴＲＡＤＥＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮＡＮＤＵＳ・DEPARTMENTOFJUSnCE，IMPROVING

HEALTHCARE：ＡＤＯＳＥＯＦＣＯＭＰＥＴＩｎＯＮＣｈ､2at40-41（July2004)．①診療上の観点から

医師は共同で何をやろうとしているのか。（活動の形態、医師個人による従来の活動との相違、

共同活動の目的)、②医師たちはどのようにして上記の目的を実際に達成しようとしているの

か（必要な基盤設備と投資、実施のメカニズム、実施状況の判定手段)、③個々の医師が実際

に上記の目的を達成しようとしているとみなすことができるためにどのような基盤が存在して

いるか。（個人のインセンティブの付与の仕方など)、④上記の目標の達成からどのような結果

が合理的に期待できるか。（期待を裏付ける証拠の存在、成功の可能性)、⑤支払者［医療保険

プランなど］に対する統一的な契約交渉は、共同事業の診療面での目標達成にどのように貢献

するのか。（統一的な報酬額の設定の合理的必要性)、⑥集団［ネットワーク］の目標達成のた
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医療保障と競争政策の交錯（３）－アメリカ医療における反トラスト法の展開一

めに、医師が単一のIPAに排他的に加入することが必要か（又は望ましいか)、あるいは、医

師が複数のネットワークに加入し、ネットワーク外でも［個別的に］契約することが可能か。

(78）HEALIHCAREGUIDELINES,supmnote5,Statement8（B)(1)．

(79）IdStatcment8（B)(2),Statement9（B)(3)．

(80）IdStatemcnt8（B)(1),Statcment9（A)；COLLABORATIONGUmELINES,supranote20,§3.36

（b)．

(81）Leibeluft＆WeiLsupranote2,at34．

(82）ＳＨＯに対する助言的意見は、８つの病院のプライマリケア医のみを対象としたＳＨＯの共同事

業では、このような医師間の協力関係を確保する必要性はなかったとしている。SHOAdvisoly

Opimon,supranote73．

(83）MedSouthAdvisoryOpinion,supranote70SHOの加入病院で雇用されているプライマリケア医

の報酬は各病院が独自に決定するため、ＳＨＯに対する助言的意見では、プライマリケア医の

診療料金に関して、この理由づけを用いることについて否定的な見解が示されていた｡SHOAd‐

visoryOpmion,supranote73．

(84）MedSouthAdvisoryOpimon,supranote70；Leibeluft＆WeiEsupranote2,at§1：１８．

(85）Leibeluft＆WeiEsupranote2,at§1：18.

(付記）本稿は2006年度科学研究費補助金（若手Ｂ）による研究成果の一部である。
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